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研究成果の概要（和文）：現在、日本には医師・歯科医師の義務的生涯研修制度は存在しない。義務的継続専門
研修（CPD)制度がある国では免許登録管理、Fitness to Practice（医業への適合性）を示す役割を担ってい
た。医療職が国境を超えて移動できるでEUでは、各国が一定のCPD水準を目指す状況であった。英国では、歯科
医師CPDは質担保の観点で専門医制度とは異なる役割を果たしていた。
医療の急速な技術進歩、複雑化が進む時代に、患者安全・保護の観点で、義務的継続専門研修制度導入により、
約31万人の医師、約10万人の歯科医師含む、全ての医療職の患者診療の基本的能力に関する明確な質担保制度を
確立する必要があると考えれた。

研究成果の概要（英文）：Currently, there is no mandatory Continuous Professional Development (CPD) 
system for Medical and Dental professionals in Japan. In those countries where the CPD is mandatory 
for professionals, the CPD has a role to keep license registration and for Fitness to Practice. From
 the survey in EU countries, each member country has common notion for the CPD system. In UK, the 
CPD system for dental professions is used as conditions for registration apart from the specialist 
system .It means that the CPD system has a role for quality assurance of dental professions.
It is expected that new technology such as artificial intelligence(AI) will be used in medical and 
dental treatments in coming future. From the perspective of patient protection and safety, we need 
to establish the mandatory CPD system for all medical and dental professions, which assures basic 
ability of them for patient treatments.  

研究分野： 歯科医学教育
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１．研究開始当初の背景  
日本においては、医師・歯科医師の質向上
のために、『教育の質保証』として、診療
参加型臨床実習の充実を目的とする医学・
歯学教育モデル・コア・カリキュラム（2001
年）、臨床実習参加学生の質保証を目的と
する共用試験（2005 年）等、卒前教育・卒
直後研修制度の改善・充実化が行なわれて
きた。その後、文部科学省大学評価研究委
託事業「歯学教育の質の保証と向上のため
の第３者評価システムに関する調査研究」
（2008 年）、医学・歯学教育の改善・充実
に関する調査研究協力者会議の取り組み等
が行われてきた。また、米国の外国人臨床
研修資格認定機関 ECFMG から、新たな資格
要件となる認証済機関卒業条件の通達
（2011 年）を受け、医学教育の第３者評価
機関設置の取り組みが進み、2015 年には、
日本医学教育評価機構が設立された。（2017
年には世界医学教育連盟から認証を受けて
いる。）しかし、これら取組みは、『これ
から医師・歯科医師となる人材の教育』の
質保証であり、医師・歯科医師となった者
の質保証の制度ではなかった。患者診療に
あたる医師・歯科医師は、国家資格取得後、
あるいは公的資格である保険医登録後、公
的制度下での名簿管理以上の管理がなされ
てない状況であった。『安心・安全な医療
の提供』、『患者安全・患者保護』の観点
からは、医師・歯科医師が公的資格維持の
ための義務的研修実施が求められるが、現
行制度では『自主的研鑽』に委ねられてい
る状況であった。生涯研修制度を主催する
日本医師会・日本歯科医師会も任意加入団
体（加入率約 55％・約 65％）であり、全国
の医師・歯科医師の質管理という点では不
十分な制度と考えられた。また、学会が基
盤となり管理している『専門医』・『認定
医』制度の研修制度が存在するが、やはり、
一部の医師・歯科医師が対象の制度であり、
完全な制度ではないと考えられた。一方、
それまでの研究成果（厚生労働科学研究費
H22、23）によると、EU/EEA 地域では政治
的連携による免許制度の相互承認制度の導
入により、加盟国間での協調活動として、
卒前歯科医学教育の収斂化が DetEd プロジ
ェクトとして実施されたが、その後、各国
の歯科免許取得後の義務的生涯研修制度の
相互内容確認に関するプロジェクトがDent 
CPD により実施されていた。専門職の資格
相互承認制度（MRA）については、経済連携
協定（EPA）等により定められるものであり、
我が国の隣接国が多く参加する ASEAN では、
2015 年の ASEAN Community 設立を目処に 10
カ国での MRA が導入される予定であった。
一連の流れを鑑みると、今後、医師・歯科
医師の国境を越えた移動が可能となった後、
免許資格維持のための義務的生涯研修制度
について、国際的な協調活動が予測されて
いた。つまり、我が国の国内現状としての

医師・歯科医師の質保証制度が存在しない
という事実、グローバル時代における今後
の医療管理制度のあり方と、両面から、日
本における義務的卒後生涯研修制度の検討
を早急に進めることが求められる状況であ
った。 
 
２．研究の目的 
本研究では、以上の背景を踏まえ、日本の
卒後研修制度、諸外国の卒後/生涯研修制度
を調査研究し、医療管理制度として医療の
質担保を担う医師・歯科医師の臨床能力の
質管理制度、卒後・生涯研修制度を研究す
ることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
2014 年７月より 2017 年３月の期間におい
て、医療職の生涯研修制度に関して、国内
関連団体（日本医師会、日本歯科医師会、
医科系学会、歯科系学会等）、諸外国の関
連団体（General Dental Council、General 
Medical Council、Association of Dental 
Education in Europe 等）の情報を、関連
団体ホームページに記載の情報にて収集す
ることした。また、得られた情報の確認、
また、詳細な情報の取得のために、General 
Dental Council, UK Committee of 
Postgraduate Dental Deans and Directors、
Association of Dental Education in 
Europe、Indonesian Medical Council, 
King’s College London, Mahidol 
University 等の関係者との面会、インタビ
ュー調査を行なった。 
  
４．研究成果 
 
(1)日本における生涯研修制度 
日本では、日本医師会、日本歯科医師会が、
「日本医師会生涯教育制度」、「日歯生涯
研修事業」とした活動を行なっていた。  
 
①日本医師会生涯教育制度は、1987 年に発
足した制度であり、30 年あまりの歴史を持
っている。対象は、日本医師会会員だけで
はなく、非会員の参加も可能な制度であっ
た。単位取得には３年以内での講習会・学
会参加や体験学習、医師国家試験問題作成、
臨床実習・研修指導などが含まれ、核活動
にはそれぞれに単位が付与されており、60
単位の取得が必要要件であった。連続した
３年間での 60 単位取得が認定された場合
は、日医生涯教育認定証（認定期間３年間）
が発行されることとなっていた。 
 
②日歯生涯研修事業 
日歯生涯研修事業は、1990 年より実施され
ており、対象は、会員のみを対象とする制
度であった。研修方式は４種類とされ受講
研修（講義）、教材研修（自習）、能動的
研修（学会・論文発表）、特別研修（学会



研修）であった。それぞれの研修に単位が
設定されており、実施期間２年で特別研修
を除く３研修での 20 単位の取得があった
場合、新入会員については、期間を問わず
３研修での 20 単位、70 歳以上の会員につ
いては、３研修での 30 単位の取得をするこ
とで「修了証」が与えられる。また、実施
期間２年間で、３研修 60 単位、特別犬種
10単位取得し、他条件を満たした場合に「認
定証」が与えれれる。「修了証」「認定証」
はそれぞれ２年間有効である。 
 日本医師会、日本歯科医師会それぞれが
主催する生涯研修（教育）の制度は整備さ
れていたが、日本歯科医師会では非会員は
対象外、日本医師会は非会員を含んでの制
度運用と、制度の根本的な目的に違いが認
められた。 
 
(2)EU における医療職の継続専門研修制度 
 
①EUにおける医療職の継続専門研修制度の
全般調査  
EU/EEA 加盟国では、Professional Qualifi 
cations Directive（Directive 2013 /55 
/EU ）のもと、医療職種免許の自動認証が
実施され、同時に医療職の継続専門研修の
重要性を鑑み、Article 22 において、５つ
の医療職（医師・看護師・歯科医師・獣医
師・薬剤師（建築技師））の Continuing 
Professional Development(CPD：継続専門
研修)を推奨しており、その CPD の役割とし
て、医療職の Fitness to Practice（医業
への適合性）を示す役割があると言われて
いる。2015 年 1月には、EU/EEA 関連 31 カ
国における CPD 制度に関する概要をまとめ
た報告書（Mapping national approaches to 
CPD of health professions-January 2015）
が作成された。報告では、EU には、４つの
CPD 制度の形態があり、もっとも多かった
のは、すべての医療職に対し、CPD 制度が
「義務」であるものでった。その他、CPD
制度が医療者の自発性によるもの（自発的
CPD 制度）、義務的 CPD 制度に加え、自発
的 CPD 制度が並存するもの、その後、もっ
とも少ないものとして、正式な CPD 制度が
存在していない、というものであった。
（注：医療職により異なる）また、免許更
新に関係するかという点については、17 カ
国がなんらかの医療職の免許更新に関わる、
７カ国が医師・歯科医師の両方の免許更新
に関わる、11 カ国が医師・歯科医師のいず
れかの免許更新に関わる状況であった。 
 
②英国における医師・歯科医師継続専門研
修制度（2015 年現在） 
英国 General Medical Council(GMC)では、
2012年に導入した 5年毎の「Revalidation」
制度の一条件として CPD が含められたが、
Revalidationの判断条件として具体的な実
施時間数は要求されていなかった。また、

General Dental Council(GDC)では、すべて
の歯科医師は、GDCへ登録する必要があり、
登録を継続するためには、年間登録料を納
めるだけではなく、CPD 実施が必要であっ
た。この CPD 制度は法的根拠を持ち、１サ
イクル５年で管理される制度で、歯科医師
は 250 時間、他歯科保健職は 150 時間の研
修時間が必要であった。それぞれの 75 時間、
50 時間については、医療安全、感染対策、
放射線防護などに関する Verifiable CPD
（証明可能な研修）であり、５年ごとの申
請時には、登録者のうち、すべての資料を
提出する対象者をランダムに抽出し審査す
る制度である。途中離職をする場合なども
提示されており、時間数が満たされていな
い場合、登録は不可となる。研修を実施す
る団体の認定制度はなく、研修内容は受講
者の責任のもとで判断されるものであった。
研修内容の質担保が求められる中、2014 年
には、COPDENT(UK Committee of Postgra 
duate Dental Deans and Directors)により、
受講者・研修団体対象の「Quality Assura 
nce Framework for Dental CPD Booklet」
が発行され、研修コースのレベルをカリキ
ュラム内容により二種に選別可能する基準
を設けていた。また、卒前教育の歯学部を
持つ King’s College London には、
「LonDEC」という歯科医学教育における卒
後教育機関の役割を持つ研修センターが設
置されており、カリキュラムとして、CPD
単位を付与するコースを参加希望者に提供
する体制が構築されており、大学教育機関
の卒後教育における新たな役割が認められ
た。 
 
③英国における歯科医師専門医制度 
歯科専門医資格としての GDC の関わりは、
Specialist List（専門医名簿）管理となる。
GDC が管理する名簿は、英国で認定されて
いる 13 の専門医称号を使用できる歯科医
師名を示すものである。GDC に登録してい
る歯科医師が、歯科領域のいずれの領域の
診察をおこなうこと、また、専門医名簿に
登録している専門医が他の歯科領域の診療
をおこなうことを妨げない。GDC の Specia 
list List への登録には、「Certificate of 
Completion of Specialty Training (CCST)」
が必要であり、専門医養成卒後教育課程を
修了することで得られる。 
 EU域内での医療職免許の自動認証が現実
のものとして実施される中、各医療職のそ
れら免許維持の条件としての継続専門研修
制度において、各国間認められることが明
らかとなっていた。各国の医療職の質保証
の観点、患者保護の観点からは、医療職の
質担保の役割を果たす CPD 制度の義務的導
入状況にばらつきがあることは好ましくな
い状況であり、EU 域内での今後の CPD 制度
に関する進捗を注視する必要があると思わ
れた。また、EU の一国としての英国では、



医師、歯科医師の CPD の取り扱いには差が
あり、医療職内で同一の制度を持つもので
はないことが明らかとなった。CPD が免許
登録更新の義務的要素となっている歯科医
療職については、歯科医師、その他の職を
分けての異なる条件を認める２段階の制度
運用であった。また、歯科専門医制度との
関係では、CPD を行い免許登録がなされて
いる歯科医師が、専門医資格をさらに得る
方法であり、質保証の観点では、すべての
歯科医師の能力が CPD 制度により管理され、
専門医については、その名簿管理が公的に
なされている状況であり、役割が明確に分
けられているものであった。 
 
(3)ASEAN 諸国（インドネシア・タイ）にお
ける継続専門研修制度 
ASEAN 加盟 10 カ国においては、the ASEAN 
Vison 2020 の中で、Mutual Recognition 
Arrangement として医療職を含めた専門職
種の資格の相互認証制度を確立する流れと
なっており、The ASEAN Joint Coordinating 
Committee on Dental Practitioners 
(AJCCD) が中心となり、議論を進めている。
EU と同じく、各国内の事情、また、ASEAN
としての動向を把握するために、インドネ
シア、タイにおける継続専門研修制度につ
いて調査した。 
 
①ASEAN 諸国における継続専門研修制度 
2016 年の段階で、ASEAN10 カ国では、イン
ドネシア・ブルネイ・マレーシアが年間 30
ポイント、カンボジアが毎年 25 ポイント、
シンガポールが２年間で 70 時間、ベトナム
が２年で 48 時間、フィリピンが３年間で
60 単位、タイが５年間で 100 ユニット、ラ
オス・ミャンマーでは制度がない状態であ
った。 
 
②インドネシアにおける継続専門研修制度 
インドネシアにおいては、医師・歯科医師
の登録管理は、Indonesian Medical Council 
(KONSIL KEDOKTERAN)が担っている。その内
部組織の Indonesian Dental Council 
(KONSIL KEDOKTERAN GIGI)が歯科医師の免
許管理を行っており、質管理の基本として、
STANDAR KOMPETNESI DOKTER GIGI がベンチ
マーク文書として、歯科大学、関連省庁、
歯科関係者の協力にて作成され、卒前教育、
継続専門研修（CPD）に必要とされる水準と
して利用されていた。CPD の実施は、５年
毎の免許再登録時に必要であり、実施・管
理は、Indonesian Dental Council、
Indonesian Dental Association が行う。
インドネシアの CPD の要件は、30 クレジッ
トであった。一方、島嶼部が１万を超える
国であるがゆえに、定期的な CPD な受講が
困難な地域で業務にあたる歯科医師も存在
し、CPD 実施内容の設定（セミナー、ハン
ズオン、雑誌購読など）が困難であるとい

う特殊な事情があることも明らかとなった。
CPD 実施に際して、大学教育機関が、毎年
の卒業生を対象とした研修会（学会様式）
を基本に、数年に一度大規模な研修会を開
催することで、定期的な研修が困難な関係
者への対応を図る方法も見られた。 
 
③タイにおける継続専門研修制度 
タイにおいては、2017 年より義務的継続専
門研修が導入されるとのことであった。
2009 年 12 月 14 日に、「継続教育実施およ
び継続教育活動単位申請に関する歯科医師
継続教育センター規則」が発布され、2016
年にはその内容を改めた草案が検討されて
いた。その草案内容においては、５年ごと
の継続教育活動単位修得対象となる継続教
育活動の種類は、活動１：自発的知識修得、
活動２：学術会議、研修を通した知識修得、
あるいは歯科サービスの質向上強化活動、
活動３：歯科医師協議会の認定を受けたタ
イ国内の歯学部・継続教育機関での長期継
続教育活動、活動４：継続教育センターが
認定公表した学術活動または学術修得、あ
るいはその他の活動でった。必要単位獲得
状況の管理システムとして Web 管理システ
ムが利用されていた。本制度は、既に登録
されている歯科医師に対する努力義務的運
用と並行して、今後歯科医師登録される新
歯科医師からは義務的制度として運用され
るとのことであった。また、この義務的継
続専門研修制度は、歯科医療関係職にとど
まらず、医師、看護師などの他医療職種で
も同様の制度が横並びに運用されることと
なっていた。 
 
(4)考察・結論 
日本においては、現在、医師・歯科医師に
対する義務的な生涯研修制度、すなわち、
免許登録を維持するための研修制度は存在
していない。本研究を開始する段階では、
「生涯研修制度」とした文言については、
各国の調査を進める中、諸外国では、
Continuous（Continuing）Professional 
Development (CPD)という名称が多く見ら
れた。特に、EU や ASEAN のように複数の国
が制度を共有する経済連合での文言として、
CPD という文言が利用されていたことは、
世界の潮流として、「CPD」が専門職の専門
性を維持するために継続に実施されるべき
研修として認知されているものと考えられ
た。そこで、Continuous（Continuing） 
Develo pment（CPD）を「継続専門研修」ま
たは「CPD」と研究報告の中では用いること
とした。 
 他国の状況を調査する中、継続専門研修
制度が義務となっている国（医療職種によ
る違いはある）では、その制度が免許登録
の管理、また、医療職のFitness to Practice
（医業への適合性）を示す役割を担うこと
が明らかとなった。各国が独自の医療制度



の中、医師・歯科医師を含む医療従事者の
質管理については、これまで各国独自の管
理方法で、該当国の国民に対しての説明責
任が果たされてきたが、医療職者の国境を
超えた移動が可能となっている EU、また、
今後可能となる ASEAN の関係国では、互い
の国の市民が受ける医療が「安全」である
ことを証明するために、各国が一定の水準
の CPD 制度を目指すべき状況となっている
ことが明らかとなった。一方、継続専門研
修を実施する際には、一定の研修内容を示
す量的な条件があるが、その表記について
は、時間、単位、ポイントと一律に比較で
きない状況であった。また、研修対象とな
る活動については、雑誌購読、セミナー参
加、ハンズオン参加、講演活動、教育活動
など、様々な形式が認めれていた。その際
に、セミナー、ハンズオンなどの研修事業
（活動）の質管理は、認証機関によるカリ
キュラム管理などによる卒前教育と同等の
質管理は困難であり、その選択の責任は受
講者の責務の一つとして扱うことが英国の
事例から明らかとなった。制度として、量
的条件、活動条件などを厳しく管理しても、
実際の研修が、営利が関係する医療関連企
業や個人企業の主催、大学主催、個人医療
職の主催など、多様な実施母体が運営に関
与し、多種多様な研修の実施が考えられる
こと、また、医療職の自律性を尊重する観
点からも、研修そのものの成果に一定の水
準を適応することが困難であるということ
が明らかとなった。その対策としては、英
国 COPDENT の取り組みに見られたように、
受講生、研修実施母体両者の認識として、
研修成果を明らかにし、それにつながる研
修プログラムであることを示すことで、そ
れを示さない研修と比較し、より質の高い
研修として扱うなど、関係者全体の周知事
項としての CPD 文化を醸成する取り組みが
認められた。英国の歯科医師については、
診療に従事する歯科医師として、免許登録
維持のために CPD が義務であり、専門医の
名称独占となる専門医制度とは異なる制度
で運用され、国民への歯科医師の質担保の
観点では、CPD 制度そのものがその役割を
果たしていた。義務的継続専門研修制度を、
2017 年から導入するタイにおいては、その
制度設計が８年前の 2009 年の段階で既に
行われ、医師、歯科医師、看護師などの医
療職で横並びに導入がされることとなって
いた。 
 国により免許管理制度、医療制度が異な
るとしても、医療職種の質管理を制度とし
て実施することは、患者保護の観点から必
要であると思われる。既に免許を取得した
医療職種の自律性を重んじ、自主的な研
鑽・研修活動を質管理の根拠とすることは、
現代の医療の質管理の潮流においては、患
者視点からも、各国の継続専門研修制度の
取り組み事実からも、十分なものではない

と思われる。継続専門研修のあり方は、免
許維持の必要条件として、また、医療職の
Fitness to Practice（医業への適合性）を
示す役割を担う制度として、「自発的」制
度として運用するのではなく、公的機関が
管理・監督する「義務的」制度として運用
することで、医療職の質管理の手段として、
はじめて意味を持つものであるとも思われ
た。研究調査時に、義務的継続専門研修制
度を持つ国のインタビュー対象者から、「医
療を受ける国民にとって、最も大切な問題
は、誰が高度な技術をもつ良い医療者かと
いうよりも、誰が医療者として条件を満た
していない者であるかということであり、
それを知りたいはずである」という趣旨の
言葉をもらった。専門医制度の整備など、
より高度な専門性を持つ医師・歯科医師の
質管理も必要であるが、患者安全の根本的
な理念を鑑みると、英国における継続専門
研修のリクワイアメントとして挙げられて
いた「医療安全、感染対策、放射線防護な
ど」に関する医療の基本的な知識・技術・
態度における能力が、いずれの時代におい
ても、年代世代を問わず、その時代に医療
に携わる全ての医療職において必要十分に
担保されていることが、患者保護・安全に
おける基本となることが考えられた。今後、
AI の活用を含む医療技術・薬品利用などが
著しい速度をもって進歩し、医療提供の場
が複雑化することが予想される。日本にお
いては、約 31 万人の医師、10 万人の歯科
医師、28 万人の薬剤師（2014 年、厚生労働
省）、約 101 万人の就業看護師（2014 年、
厚生労働省）が医療に携わっている。今後、
医療職の高齢化（平均年齢：医師 44.2 歳、
歯科医師 52.2 歳（2014 年、厚生労働省）、
介護・子育てによる離職・復職が予測され
る中、すべての医療職が業務にあたる際に
は診療に基本的な資質を有しており、加え
て、急速に進歩・複雑化する医療に取り残
される者がいないことを国民に示すことが、
医療の質を管理する上で、非常に重要な事
項となると思われる。また、医療従事者側
の視点としては、研修活動を「高度な技術
の取得のための活動」、継続専門研修制度
を「免許登録更新の関門」として捉えるの
ではなく、「基本的な医療を確実に提供す
るための資質を研鑽する活動」、「情報取
得、技術研鑽を助け、進捗確認をする制度」
として認識し活用することが望ましいと思
われる。 
 制度設立には、タイの事例のように 10 年
単位の時間が必要となる。患者への安全な
医療を目的に、日本の医師・歯科医師、関
連医療職の基本的資質を管理する制度とし
て、義務的継続専門研修制度に関する議論
を早急に起こすことが必要と思われる。ま
た、グローバル化が進む国際社会の動向を
鑑み、国内事情だけでの制度設計を行うの
ではなく、国際的な水準での制度設計を行



う必要があると思われる。事実、10 年前に
は議論にもなかった卒前医学教育での実際
に生じた事案として、2017 年設置の日本医
学教育評価機構の認証を得た日本の医学部
の卒業生が、米国での医業資格取得の申請
が可能となっている。この変化、事実を踏
まえ、現在、日本では議論にはなっていな
い医療従事者の国際的移動などの重要課題
について、EU、ASEAN で行われている取り
組み事例を参考にし、世界の流れに協調し
た継続専門研修制度の設計を行う必要性が
あると思われる。 
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